
簡易潜水器漁業 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第５８条において読み替えて準用する同法第４２

条第１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、愛知県漁業調整規則（昭和２

６年１１月１日県規則第８５号）第４条第１項第１０号に規定する潜水器漁業のうち簡易

潜水器漁業につき、愛知県漁業調整規則第１１条第１項各号に掲げる事項に関する制限措

置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶総トン数その他の制限措置  

（１）漁業種類 

 簡易潜水器漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

 操業区域となる漁業権の行使規則又は入漁規則に定められた範囲内 

（３）船舶総トン数 

 制限は定めず許可証に記載された総トン数 

（４）推進機関の馬力数 

制限は定めず許可証に記載された推進機関の馬力数 

（５）操業区域 

   第１種共同漁業権漁場区域であって当該漁業権の行使規則又は入漁規則で定められ

た範囲内 

（６）漁業時期 

操業区域となる漁業権の行使規則又は入漁規則で定められた範囲内 

（７）漁業を営む者の資格 

次のいずれにも該当する者 

ア 県内に住所を有し、当該漁業に使用する船舶（漁船法第２条第１項第１号に規定

する船舶）を使用する権利を有する又は有する見込みのある者 

イ 操業区域とする漁業権の行使規則又は入漁規則で定められた潜水器を使用して 

操業する資格を有する者かつ当該漁業権者又は入漁権者の承諾を予め受けた者 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和８年１月７日（水）午前８時４５分から令和８年２月６日（金）午後５時３０分ま

で 

 

３ 備考 

（１）この許可の有効期間は、令和８年４月１日（水）から令和１１年３月３１日（土）ま

でとする。 

（２）この公示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けるこ 

とがある。 

ア 許可された漁船は、船首、船橋又は両げん側で外部から見やすい箇所に、該当する

漁業権の行使規則（又は入漁規則）で定められた表示（記号及び番号（１文字の大き

さ１２センチメートル角以上、太さは２センチメートル以上、間隔は２．５センチメ



ートル以上））を明瞭に表示しなければ、潜水器漁業に使用してはならない。 

イ 共第〇〇号漁業権（該当する漁業権の番号を記載）行使規則（又は入漁規則）で規

定された対象魚介類以外の水産動植物を採捕してはならない。 

ウ 共第〇〇号漁業権（該当する漁業権の番号を記載）行使規則（又は入漁規則）の規

定に違反してはならない。 

エ 簡易潜水器漁業以外の潜水器漁業を操業してはならない。（その他の潜水器漁業の

許可を受けた者は、簡易潜水器漁業を操業してはならない。） 

オ 潜水して操業する者は、許可を受けた者及びその者が知事に届け出た従事者に限る。 

（３）潜水操業を行う従事者の資格は次のいずれにも該当する者とする。 

ア 操業区域となる漁業権の行使規則又は入漁規則で定められた潜水器を使用して操

業する資格を有し、当該漁業権者及び入漁権者の承諾を予め受けた者 

イ 他の潜水器漁業許可の潜水作業を行う従事者でない者 

ウ 潜水器漁業の許可を有しない者 

（４）愛知県漁業調整規則第１１条第６項に規定するくじは、愛知県において行うものとす

る。 

 

令和８年１月６日   愛知県知事 大村秀章 

 


